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中
小
企
業
の
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
中
小
企
業
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
分
科
会
）

（
分
科
会
）

第
五
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら

第
五
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら

の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同

の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

名

称

所

掌

事

務

名

称

所

掌

事

務

中
小
企
業
一

中
小
企
業
の
経
営
の
革
新
及
び
創
業
の
促
進
並
び
に

中
小
企
業
一

中
小
企
業
の
経
営
の
革
新
及
び
創
業
の
促
進
並
び
に

経
営
支
援

そ
の
経
営
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審

経
営
支
援

そ
の
経
営
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審

分
科
会

議
す
る
こ
と
。

分
科
会

議
す
る
こ
と
。

二

中
小
企
業
支
援
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
四
十

二

中
小
企
業
支
援
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
四
十

七
号
）
、
下
請
中
小
企
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
五
年
法

七
号
）
、
下
請
中
小
企
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
五
年
法

律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
三
条
第
二
項
、
中
小
小
売
商

律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
三
条
第
二
項
、
中
小
小
売
商

業
振
興
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条

業
振
興
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条

第
三
項
、
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良

第
三
項
、
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良

好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善

好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
七
号

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
七
号

）
第
三
条
第
三
項
、
中
小
企
業
流
通
業
務
効
率
化
促
進

）
第
三
条
第
三
項
、
中
小
企
業
流
通
業
務
効
率
化
促
進

法
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
条
第
三
項
、

法
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
条
第
三
項
、

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
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三
条
第
三
項
、
特
定
産
業
集
積
の
活
性
化
に
関
す
る
臨

三
条
第
三
項
、
特
定
産
業
集
積
の
活
性
化
に
関
す
る
臨

時
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
四
条
第

時
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
四
条
第

四
項
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す

四
項
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
、
流
通
業
務

る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
及
び
流
通
業

の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
三
条
第
三
項
及
び
中
小

成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定

企
業
の
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
の
高
度
化
に
関
す
る
法

に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り

す
る
こ
と
。

審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ

と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）
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